
別紙様式第２（第２(1)及び(5)関係）

特定随意契約の公表

○契約申込期限前

公表事項 内   容

契約の対象区分
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に係る特定随

意契約

契

約

の

内

容

物品又は役務の概要

鳥取市自転車の放置の防止に関する条例（昭和６０年鳥取

市条例第２号。以下「条例」という。）第１条に定める目的を

達成するために、条例第８条第１項に規定する自転車放置禁

止区域及び条例第１１条第１項に規定する公共の場所を巡回

し、放置されている自転車に注意書を取り付ける。

改善がない場合は条例施行規則（昭和６０年鳥取市規則第

２２号。以下「規則」という。）第４条に基づき、撤去する旨

を記載した警告書を取り付け、一定時間が経過した自転車を

撤去し、所定の場所に保管する。

巡回時には、規則第２条に規定する、自転車放置禁止区域

であることを表示する標識の状況を確認し、損傷がある場合

は本市に報告を行う。

さらに、条例の目的を達成するための啓発活動を定期的に

企画・実行することが望ましい。

なお、鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（昭

和６０年鳥取市条例第３号）第１５条第２項に規定する、駐

車制限期間を超えた自転車についても、指定管理者と連携し

ながら、所定の場所に移動し保管する。

規格・品質等

①毎週５回各４時間、２人体制で巡回し、注意書・警告書を

取り付ける。

※土日祝日及び年末年始（令和８年１２月２９日～令和９年

１月３日）は除く。

②毎週２回各１.５時間、３人体制で撤去保管を行う。

数量等
①放置自転車への注意書・警告書の取り付け：毎月約 200枚
②放置自転車の撤去保管：毎月約 20台

納入場所又は履行場所 鳥取市内

納入期限又は履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

契約締結予定日 令和８年４月１日（水）



契約担当職員が特に必要と認

める事項

（１）定期的、継続的に業務を行えること。

（２）業務手順の変更があった場合に柔軟な対応ができるこ

と。

（３）放置自転車を撤去する労務が行えること。

（４）別記個人情報取扱特記事項を遵守できること。

（５）本市に毎月の業務実績報告が行えること。

（６）上記「契約の内容」に記載のない事項は、本市と協議

の上決定すること。

契約申込みの申請先

鳥取市都市整備部交通政策課（鳥取市幸町７１番地）

電話：０８５７－３０－８３２６

FAX：０８５７－２０－３９５３

契約申込みの期限 令和８年３月１８日（水）

契約の相手方の決定方法及び

選定基準

（１）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定

された者であること。

（２）令和８年度鳥取市競争入札参加資格（物品・役務等）

で別表営業種目表における営業種目「20：役務」のうち、
「20-9：人材派遣」、「20-11：その他」のいずれかを登録して
いる者であること。

（３）上記「契約担当職員が特に必要と認める事項」を確実

かつ適切に行える見込みがあること。

（４）本市内に本社、営業所等を有する者であること。

（５）本市の予算額の範囲で業務遂行できる者であること。

（６）特定随意契約参加申込書を本市に提出し、本市の審査

に適合すること。

○契約締結後

公表事項 内   容

契約締結日

契約の相手方の名称

契約金額

契約の相手とした理由


